
地域で不足する外来医療機能に関する今後の対応について（案）

【質問１】
公衆衛生（学校医、産業医、予防接種、警察嘱託医・協力医、行政機関からの委員等就任依頼へ

の対応）については、現在、地域で不足する医療機能として設定しておりませんが、第２回会議等
において追加で設定すべき旨の提案がございました。
御意見を踏まえ地域で不足する医療機能として設定し、新規開業者に対する意向調書の提出を

求めることについて御回答ください。

【回答（選択式）】
a 異議なし。（自由記述： ）
b 異議あり。（自由記述： ）

【質問２】
下記の項目（A～C）については、現在、地域で不足する医療機能として設定しております。
引き続き、地域で不足する医療機能として設定し、新規開業者に対する意向調書の提出を求め

ることについて御回答ください。
A 初期救急医療（夜間や休日等）
B 在宅医療
C 介護認定審査

【回答（選択式）】
a 異議なし。（自由記述： ）
b 異議あり。（自由記述： ）

【質問3】
その他、本件について、何かご意見等ございましたら、御回答ください。

【回答（記述式）】
（自由記述： ）

③アンケート案①事前にいただいた意見

【意見②】
・公衆衛生関係については、「学校医」だけでなく、「産業医」、「予防接
種」についても再度確認（アンケート）してほしい。

・アンケートには「その他（自由記述）」の項目もいれてほしい。

【意見①】
不足する外来医療機能
・初期救急（夜間・休日、特に外科や耳鼻科など。）
・在宅医療（特に夜間・休日。）
・公衆衛生（介護保険審査、学校医、警察嘱託医・協力医、行政機関か
らの委員等就任依頼への対応)

②今後のスケジュール案

2025年

2026年

12月22日（月） 第3回さいたま地域医療構想調整会議
アンケート案に関する協議

1月５日（月） アンケート発出
【回答期限1月30日（金）】

3月中～下旬 第4回さいたま地域医療構想調整会議
アンケート結果の報告

4月上旬 アンケート結果を踏まえた意向調書の公開
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地域で不足する外来医療機能に関する今後の対応について（案）
参考：新規開業者に対する案内文及び意向調書様式の修正案
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